
王寺町高齢者等生活支援事業（配食サービス事業） 

事業者登録申請のご案内 

 

１． 登録申請事業者の資格 

   登録を申請できる事業者は次のいずれにも該当する者とします。 

（１） 奈良県内に本社、支社、事業所のいずれかを有していること。 

（２） 別の仕様書に定める業務が履行できること。 

２． 登録申請について 

（１） 申請書類 

① 王寺町配食サービス事業事業者登録申請書 

② 食品衛生法の飲食店営業許可証の写し 

③ 市町村税の完納（納税）証明書または発行市町村税の完納（納税）証明書 

④ 利用者配布用パンフレット ３０部  

（別紙 「配食サービス事業 パンフレット」を参照のこと） 

（２） 申請期限 

令和８年３月１3日（金） １７：００まで（必着） 

（ただし、役場開庁時間に限る） 

（３） 申請書類提出先 

〒６３６－８５１１ 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号 

王寺町役場 福祉介護課 地域包括支援係 

（４） 申請書類提出方法 

持参または郵送 

３． 登録申請結果について 

登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否について申請者に通知します。 

４． 登録有効期間及び事業実施期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

５． その他 

本事業は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始前からの準備手続きであり、当初予算

が否決された場合は、本事業は実施しません。 

 

【問い合わせ先】 

〒６３６－８５１１ 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号 

王寺町役場 福祉介護課 地域包括支援係 

TEL ０７４５－７３－２００１  FAX ０７４５－７３－６３１１ 


